
熊本県認可外保育施設児童等健康管理支援事業補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１ 知事は、認可外保育施設児童等健康管理支援事業を円滑に実施し、入所児童及び保育

に従事する職員の健康管理の一層の向上を図るため、市町村に対し予算の範囲内において

補助金を交付するものとし、その交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年

熊本県規則第３４号。）及び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下「要項」という。）に

定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２ 補助の対象となる事業は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３９条に規定する業務を目的とする施設で、法第３５条第４項の認可を受けてい

ない熊本市以外に所在する民間の保育施設（事業所内保育施設（当該事業所の従業員の子

どもを対象として、集団的に保育事業を行っている施設をいう。）及びへき地保育所を除

く施設。以下「認可外保育施設」をいう。）のうち、別表１に掲げる補助対象施設等の要

件すべてに該当する施設が行う児童及び保育に従事する職員の定期的な健康診断の実施に

対して、市町村が助成する次の事業とする。 

(1) 児童健康診断経費補助事業 

(2) 職員健康診断経費補助事業 

 

（交付額の算定方法） 

第３ 補助金の交付額は、次の(1)及び(2)により算出された額の合計額とする。ただし、算

出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 (1) 児童健康診断経費補助事業 

要項別表の「補助対象経費」の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入

額を控除した額に４分の３を乗じた額と、「補助率又は補助金額」の欄に定める補助基

準額とを比較して少ない方の額を選定し、その選定した額と市町村が補助した額とを

比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額。 

 (2) 職員健康診断経費補助事業 

要項別表の「補助対象経費」の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入

額を控除した額と、「補助率又は補助金額」の欄に定める補助基準額とを比較して少な

い方の額を選定し、その選定した額と市町村が補助した額とを比較して少ない方の額

に３分の２を乗じて得た額。 

 

（補助金の交付申請） 

第４ 要項第３条第２項第１号の事業計画書及び同項第３号のその他必要とする書類は、次

の各号に掲げるとおりとし、その様式は当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 熊本県認可外保育施設児童等健康管理支援事業補助金所要額調書 

       別記第１号様式 



 

 (2) 熊本県認可外保育施設児童等健康管理支援事業計画書    別記第１号様式の２ 

(3) 熊本県認可外保育施設児童等健康管理支援事業施設調書   別記第１号様式の３ 

(4) その他知事が必要と認める書類 

２ 要項第３条第１項の交付申請書の提出期限は別に定める日とし、その提出部数は１部と

する。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第５ 要項第５条第２項の事業変更計画書及びその他必要とする書類は、第４に掲げる書類

を準用し、その提出部数は１部とする。 

 

（申請の取下げ） 

第６ 要項第６条に規定する申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受

けた日から起算して３０日を経過した日までとする。 

 

（実績報告） 

第７ 要項第９条第２項第１号の事業実績書及び同項第３号のその他必要とする書類は、次

の各号に掲げるとおりとし、その様式は当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 熊本県認可外保育施設児童等健康管理支援事業補助金精算書 別記第２号様式 

 (2) 熊本県認可外保育施設児童等健康管理支援事業実績書    別記第２号様式の２ 

(3) その他知事が必要と認める書類 

２ 要項第９条第１項の実績報告書の提出期限は交付申請年度の３月末日とし、その提出部

数は１部とする。 

 

（雑則） 

第８ この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１６年２月１０日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

 この要領は、平成１７年８月１１日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

この要領は、平成２５年６月３日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

この要領は、令和３年（２０２１年）３月３１日から施行し、令和３年（２０２１年）４

月１日から適用する。 


